
平成２１年３月

土地企画調整室

平成６年建設省告示１１２６号（租税特別措置法施行規則の規定に基づき、建設

大臣の行う認定に関する手続を定める件）の一部を改正する告示案について

１．背景

租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第１５号）第１７条の２第２項及び第

３項並びに第２２条の５第２項及び第３項の規定に基づく、国土交通大臣の行う認定に

関する手続及び国土交通大臣の指定する法人の審査補助事務については、平成６年建設

省告示１１２６号（租税特別措置法施行規則の規定に基づき、建設大臣の行う認定に関

する手続を定める件）において定められているところである。

今般、国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に対する国の関与に

ついて、国の関与の透明化・合理化のための基準等（平成１８年８月１５日閣議決定）

に基づき見直しが進められ、この一環として、平成２０年３月３１日に本審査補助事務

について、今年度中に「廃止することを前提に検討し、所要の措置を講じる」こととす

る是正措置案が行政改革推進本部において決定されたことから、指定法人の本審査補助

事務を廃止するため、本告示について所要の改正を行う必要がある。

２．概要

指定法人の審査補助事務に係る規定の削除（第３条の削除）

３．今後のスケジュール（予定）

公 布 平成２１年３月３１日（火）

施 行 平成２１年４月１日（水）


